
国立大学法人総合研究大学院大学教育研究評議会（第 59 回［臨時］）議事要旨 

 

日 時： 令和元年 11 月 18 日（月）14 時 00 分～14 時 30 分 

場 所： TKP 神田ビジネスセンター401 会議室 

 

 

議  事 

《審議事項》 

１．教育研究評議会規則の一部改正について 
評議員より教育研究評議会規則の一部改正について、資料 1 に基づいて説明があり、審議の結果、規

則第 3 条第 5 号の文言を「基盤機関の長のうち、学長が指名する職員（前 3 号に掲げる者を除く）」に

修正したうえで、承認された。 

 

以上 
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